
池 監 委 第１３号 

令和４年８月１８日 

請求人 

  Ａ   様 

 

                  池田町監査委員    森  廣 幸 

 

                  池田町監査委員    野 原  智 

 

 

池田町職員措置請求(勧告)に対する措置について（通知） 

 

 

 このことについて、池田町長（税務課）から、下記の措置を講じた旨通知が 

 

あったので、地方自治法第２４２条第９項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 措置内容 

  １ 現地調査について 

  （１）日時 

     令和４年８月１日 

（２）立会人 

     C 

（３）調査員 

総務部税務課職員 ４名 

（４）実施内容 

     所有土地の境界に対する認識の聞き取り、倉庫の建床面積の計測等 

 

  ２ 評価及び課税について 

  （１）現地調査（再計測等）の結果、固定資産の評価及び課税を変更。 

（２）Cに対して令和５年４月に通知し、令和５年度から変更。 

 


